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 当社は、当社の完全子会社であるヒッツ舶用原動機設立準備株式会社（以下、「承継会
社」といいます。）との間で、2022 年 12 月 14 日に吸収分割契約（以下、「本吸収分割契
約」といいます。）を締結し、2023 年４月１日をもって、本吸収分割契約に基づき、当社
の舶用原動機事業に関する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割（以下、「本吸収分
割」といいます。）を行う予定です。本吸収分割に関する会社法第 782 条第 1 項及び会社
法施行規則第 183 条に定める事前開示事項は、次のとおりです。 
 
 
１．吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第１項第２号）  
 

別紙 1 をご参照ください。 
 

 
２．会社法第 758 条第 4 号に掲げる事項の定めがないことについての相当性に関する事項 

（会社法施行規則第 183 条第 1 号イ） 
 
  承継会社は、当社の完全子会社であるため、本吸収分割に際して、承継会社は当社に 

対して、株式、金銭その他の財産の交付をいたしません。 
 

 
３．会社法第 758 条第８号に掲げる事項を定めた場合における、同法第 171 条第 1 項各号 

又は同法第 454 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第 
2 号） 

 
該当事項はありません。 

 
 
４．会社法第 758 条第 5 号及び第 6 号に掲げる事項を定めた場合における、当該事項につ  

いての定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 3 号） 
 



該当事項はありません。 
 
 
５．吸収分割承継会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第 4 号） 

 
(1) 成立の日における貸借対照表の内容（会社法施行規則第 183 条第 4 号イ） 

 
   別紙 2 をご参照ください。  
 

(2) 成立の日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書 
類等の内容（会社法施行規則第 183 条第 4 号ロ） 

 
  該当事項はありません。 

 
 (3) 成立の日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重  

要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法施行規則第 183 条第 4 号 
ハ） 

 
  承継会社は、2023 年 3 月 31 日までに、今治造船株式会社との間で、2023 年 4 月 1 
  日を払込期日として、同社に対し株式（総額 35 億円）を発行し、同社がその全てを 
  引き受ける旨の株式総数引受契約を締結する予定です。この第三者割当増資により、 
  承継会社の資本金は、1,750 百万円増加する予定です。 
 
６．吸収分割株式会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の  

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容  
（会社法施行規則第 183 条第 5 号イ） 

 
  ①当社は、2022 年９月 26 日に、当社の連結子会社であった日本プスネス株式会社の 

当社が保有する全株式を今治造船株式会社に譲渡する旨の株式譲渡契約を締結し、 
2022 年 10 月 31 日に同社に対し、当該株式を譲渡しました。 

 
  ②当社は、2022 年 12 月５日に、当社の連結子会社である株式会社オーナミの株式 

6,970,049 株（株式会社オーナミの発行済株式の 66.6％（小数点第二位以下切り捨 
て））をセンコーグループホールディングス株式会社に譲渡する旨の株式譲渡契約 
を締結しました。当該株式譲渡の実行予定日は、2023 年２月 28 日です。 

 



  ③当社は、2022 年 12 月 14 日に、2023 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の舶用 
原動機事業を本吸収分割により承継会社に承継させるとともに、承継会社による第 
三者割当増資の方法により、今治造船株式会社から 35％の資本参加を受け入れるこ 
とに関する法的拘束力のある基本契約書を締結しました。 

 
７．吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継会  

社の債務（吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに 

限る。）の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6 号） 
 
（1）吸収分割株式会社の債務の履行の見込みに関する事項 

 
当社の 2022 年 12 月 31 日現在の貸借対照表における資産の部の合計金額及び負債の 
部の合計金額は、それぞれ金 439,539 百万円及び金 310,078 百万円であり、資産の額 
が負債の額を上回っております。 
本吸収分割により当社が承継会社に承継させる資産及び負債の状況、2022 年 12 月 31 
日から現在に至るまでの当社の資産及び負債の状況ならびに本吸収分割の効力発生日 
までのそれらの変動を併せ考慮しても、本吸収分割の効力発生日における当社の資産 
の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれます。 
その他、当社の本吸収分割後の事業活動において予想される当社の資産及び負債の額 
ならびに収益状況について検討いたしましたが、当社の負担する債務の履行に支障を 
及ぼす事象の発生及びその可能性は、現在認識されておりません。 
以上から、当社は、本吸収分割の効力発生日以後の当社の債務につき履行の見込みが 
あるものと判断しております。 

 
 （2）吸収分割承継会社が承継する債務（吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割

承継会社に承継させるものに限る。）の履行の見込みに関する事項 
  
  承継会社の成立の日（2022 年 11 月 24 日）の貸借対照表における資産の部の合計金 

額及び負債の部の合計金額はそれぞれ金 65,000 円及び金０円です。 
  本吸収分割により承継会社が当社から承継する資産及び負債の状況、2022 年 11 月 24 

日から現在に至るまでの承継会社の資産及び負債の状況ならびに本吸収分割の効力発 
生日までのそれらの変動を併せ考慮しても、本吸収分割の効力発生日における承継会 
社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれます。 

  その他、承継会社の本吸収分割後の事業活動において予想される承継会社の資産及び 
負債の額ならびに収益状況について検討いたしましたが、本吸収分割により承継会社 
に承継させる債務の履行に支障を及ぼす事象の発生及びその可能性は、現在認識され 



ておりません。 
以上から、当社は、本吸収分割の効力発生日以後において、本吸収分割により承継会 
社に承継させる債務につき履行の見込みがあるものと判断しております。 

 
以上 



別紙 １









































( 単位：円）

現預金 65,000 仕入債務

売上債権 未払金

棚卸資産 未払費用

前渡金 未払法人税等

前払費用 賞与引当金

未収入金 前受金

仮払金 預り金

小計 65,000 保証工事引当金

建物等 工事損失引当金

小計 0 仮受金

ソフトウェア等 小計 0

小計 0 その他の固定負債

投資その他の資産 小計 0

小計 0 65,000

65,000 65,000資産合計 負債・純資産合計

流動資産

流動負債

有形固定資産

無形固定資産

固定負債

投資その他の資産
純資産の部
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